
京都市告示第   号 
 生活保護法第５５条において準用する同法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第

１４条第４項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第

４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定に

基づき，生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号（改

正法附則第４条第２項において準用する場合を含む。）に規定する医療支援給付のための施

術を担当させる者を，次のとおり指定しました。 
  平成２５年１０月１５日 

京都市長 門川大作   
施術者指定 

施術者の氏名 施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

吉田 礼 
在宅マッサージ治療

院寿楽 
北区衣笠北高橋町３９－４ 

平成25年9月

12日 

徳岡 千賀子 ふなつ治療院 
上京区泰童片原町６６３番地１ 

上京ハウス３棟１０３ 

平成25年9月

11日 

奥田 剛 かもがわ整骨院 
上京区河原町丸太町上る出水町

２６３ 

平成25年8月

20日 

大平 彩菜 かもがわ整骨院 
上京区河原町丸太町上る出水町

２６３ 

平成25年8月

20日 

常山 亮 長春堂鍼灸整骨院 

上京区河原町通丸太町上る出水

町２５２番地 大澤事務所ビル

１Ｆ 

平成25年10月

1日 

冨永 雄大 
からだバランス整骨

院 

左京区田中西大久保町１４レジ

デンス島田Ⅱ 

平成25年8月

28日 

瀬底 勲 
社団法人信和会川端

鍼灸治療院 

左京区冷泉通川端東入ル中川町

１８８ 

平成25年9月

2日 

髙田 智也 三条大宮整骨院 
中京区三条通神泉苑西入今新在

家西町２０ 

平成25年8月

28日 

３３６



施術者の氏名 施術所の名称 所  在  地 指定年月日 

安部 亜紀 三条大宮整骨院 
中京区三条通神泉苑西入今新在

家西町２０ 

平成25年8月

28日 

高橋 悠介 はれやか整骨院 
中京区三条通堀川西入橋西町６

６２－２ 

平成25年9月

1日 

川崎 智朗 
ひまわり鍼灸院整骨

院 
下京区西七条西久保町１７ 

平成25年9月

9日 

籾山 博志 
株式会社げんき鍼灸

整骨院 
南区唐橋堂ノ前町５番地２ 

平成25年8月

1日 

川島 裕 かわしま鍼灸整骨院 
南区西九条東島町６１－２ ス

テーションパレス京都１階 

平成25年9月

6日 

早瀬 健 おおやぶ鍼灸整骨院 南区久世大薮町５０－１ 
平成25年9月

5日 

水上 保夫 中塚カナコ治療所 
右京区嵯峨大覚寺門前六道町４

２－８ 

平成25年9月

13日 

木下 敦仁 もも整骨院 伏見区桃山筑前台町３４－１０ 
平成25年6月

1日 

伊佐 辰一 
在宅マッサージ治療

院オネスト 

伏見区深草西浦町１－４０アヴ

ォンリー１Ｆ 

平成25年8月

1日 

                       （保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


